
松浪地区まちぢから協議会 第１０回 役員会 
日時：平成２８年１月１３日（水） ９時３０分から１２時３０分まで 
場所：松浪コミュニティセンター 共用会議室  
出席者：（松浪地区まちぢから協議会役員） 

植松浜竹一丁目会長、大類浜竹四丁目会長、平松常盤町会長、牧島緑が浜自治会長、松井汐見

台会長、中東汐見台小学校区青少年育成推進協議会会長、小野江緑が浜小学校区青少年育成推

進協議会会長 
（市民自治推進課） 
大森主任、窪田主任 

 
１ 開会 
  植松会長あいさつ 
   会長あいさつの後、１月１６日（土）に実施される賀詞交歓会の松浪小学校生徒による太鼓

演奏について、実施できる旨の報告があった。 
   茅ヶ崎警察署生活安全課長より、地域の状況を踏まえ警察行政に反映させたいため、運営委

員会に出席したい旨の依頼があったが、役員で協議した結果、丁重にお断りすることとなった。 
 
２ 平成２８年松浪地区賀詞交歓会について 
  松浪小学校生徒による太鼓演奏について、生徒１０名程度で２曲、１５分、太鼓等の配置の関

係上フリースペースで実施していただくこととなった。 
  会場のレイアウトについて、再度確認する必要があり、小野江会長と調整することとなった。 
  行政職員は、名札を持参することを周知し、各種団体においては、名札を作成することとなっ

た。このことから席札は作成しないこととなった。 
 
３ （仮称）福祉部会について 
  小野江会長より、引き続き、福祉団体事務局と協議を行う場について、調整することとなった。 
  松浪地区ふれあいネットワーク交流会が２月１３日に実施する予定であり、そこで議論された内容   
 をフォローする場がないため、部会でまとめ、情報の発信の場となる必要があることが確認された。 
 
４ 議事 
（１） 運営委員会の議案について 
  ア 松浪地区まちぢから協議会 研修会について 
    研修テーマについては、大きく分けて、①まちぢから協議会について、②コミュニティセ

ンターの運用についての２点とし、詳細については、今後調整することとなった。 
    認定にかかる制度設計や規約の改正、委員の公募における詳細な運用面については、本研

修会までに資料の提供が可能となり、研修会当日においては、資料をもとに説明を行う旨の

説明が事務局より報告された。 
    旅行会社より提案のあった研修会の見積もり決定案について、内容の確認があり、この金



額をもとに、会計担当よりまちぢから協議会予算からの費用負担割合を算出し、１月２０日

に開催される運営委員会へ示すこととなった。 
 
  イ 広報紙「まつなみだより」（２月１５日号）について 
    事務局より、別紙資料にもとづき、初稿が示され、細かな改善点を修正することとなった。

記事作成者については、原稿内容を確認し、１月１５日（金）までに事務局まで連絡をする

こととなった。 
 
  その他 
   特になし 
 


